
2022 年 4 月 1 日 

筑波大学 

学生部学生生活課経済支援 御中  

                        公益財団法人 春秋育英会 

常務理事 宇都宮 雄介 

 

2022 年度 奨学生推薦方ご依頼の件 

拝啓 陽春の候 愈々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

弊会業務に関しましては、平素より格別のご高配を賜りまして誠に有難く 

厚く御礼申し上げます。 

さて、2022 年度の奨学生募集にあたりまして下記の通りご案内申し上げます。

奨学金の内容（奨学金額等）につきましては規程をご覧下さい。また、コロナ

禍の状況を鑑み昨年度より返済不要の全額給付型に変更しております。 

添付の通り、貴校よりご推薦頂く奨学生の応募に関わる関係書類をご送付 

致しますので、規程に定める提出書類を 5 月 26 日（木）までに弊会宛ご返送 

下さいますようお願い申し上げます。 

なお、採用の合否の通知につきましては弊会所定の手続きを経た上で、大学

及び各応募者の皆様にご案内申し上げますが、大学よりも各応募者の皆様に 

ご確認の程宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

１. 推薦依頼数 

   大学学部生    3  名（昨年度募集数 1 名追加） 

  

２. 推薦基準 

  心身健全、学力優秀かつ経済的理由により修学困難な方（原則として保護

者の年収が８００万円以下）とします。（別紙の「推薦基準」をご参照願い

ます）  ※他奨学金と併願可能です。 

 

３. 送付書類 

  貴校資料  ：「定款」「奨学金規程」「奨学生願書」「パンフレット」 

奨学生用  ：「奨学金規程」「奨学生願書」「パンフレット」 

 

４. 提出書類  別紙の「提出書類」をご参照願います。 

 

５. 採用決定  6 月下旬に大学および学生に通知 

 

提出書類等の照会先：０３－５２２５－０８３１  担当：渡部（ﾜﾀﾅﾍﾞ）    以上 



【別紙】 

 

〈奨学金支給概要〉 

支給月額：30,000 円（全額給与） 

 

 

２．推薦基準の「注意事項」は下記の通りです。 

 

「大学学部生」について 

   ①原則として修了時年齢は２６歳を超えないものとする。 

 

   ②日本在住の所定の保証人が得られるもの。 

    

   ③外国人留学生は含まれないものとする。 

 

４．提出書類の「注意事項」は下記の通りです。 

「奨学金規程」に定める提出書類 

 

「大学学部生」について 

  ①「奨学生願書」：・添付の所定用紙を使用して、本人自筆の履歴等、 

写真添付（別途、履歴書・写真は不要）      

           ・連帯保証人（父母またはそれに準ずる方）の 

署名押印、 

・学校長・学部長またはそれに準ずる方の推薦・ 

署名押印 

 

②「在学証明書」：大学発行のもの 

 

③「成績証明書」：新入生は高校最終学年のもの、 

在校生は大学発行のもの 

 

④「所得証明書」：連帯保証人については原則として市区町村長

発行のもの（取得出来る直近のもの） 

 

⑤「住 民 票」：・奨学生志願者の本人と家族全員分 

（除く別生計者）   

               ・同一世帯員でない場合の連帯保証人分 

                     

 

＊尚、他の奨学金との併用は可能です。                                   

以上 



年生 西暦 　　年 西暦

（マンション、アパート名も記入）

 E-mailｱﾄﾞﾚｽ(個人用)：

（マンション、アパート名も記入）

千円

〒

（マンション、アパート名も記入）

＊太枠の中をご記入下さい。
＊2枚目(裏面）もご記入下さい。

採用年度
奨学生番号

携帯電話番号 - -:

在

籍
氏　名

性別

年齢
別居の
有無 勤務先・在学校・学年等 年収

生年月日 西暦        年　　月　 日

学校年次

研究科

　  （　　　　　）

 　年　　月

有・無

本人住所

家族住所

同一世帯の
家族

続柄 氏　　　　名

〒 電話番号

有・無

有・無

（自署・押印）

※　連帯保証人は父母またははこれに準ずる人です。

カタカナ

奨学生願書

男

女

（学校名）

学部学 学科

本人氏名

連帯保証人
の住所

電話番号 　（　　　　　）

公益財団法人 春秋育英会 理事長 殿

（様式１-①）

本人との続柄 生年月日 西暦　　　　年　　月　　日

印

関係書類を添え、連帯保証人と連署してお願いいたします。

連帯保証人氏名

〒

専攻

（自署・押印）

印

　　　年　　　月　　　日

自　宅

自宅外

校

有・無

有・無

尚、採用の上は貴会の諸規程に従い、奨学生としての責務をはたすことを誓います。

以上のとおり記載事項に相違ありません。貴会の奨学生として採用いただきますよう

西暦 2022年度

卒業予定年月在学年 入学年

区分 大学院修士課程・大学学部



（様式１-②）

（学校長、学部長またはそれに準ずる方から推薦をお願いいたします。）

　表記の学生、生徒を奨学生として推薦します。

中学校卒業

　　年　　月　　日

高等学校入学

高等学校卒業

入学

本人の履歴
（ 西暦 ）

　写真添付のこと
（4ｃｍ×3ｃｍ）

 奨学生
志望理由

（奨学金を必要とする理由等を記入のこと）

   年　　月

　　　　　年　　月

　　　 年　　月

　　　　　年　　月

（その他）
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公益財団法人 春秋育英会 奨学金規程 

 

本会の事業並びに沿革 

 

 本会は、社会の発展と国民生活の向上は偏に教育の普及・充実にあるとの理念に基づき、昭和30年10月27日、当時、日本火

災海上保険株式会社（現 損保ジャパン㈱）の支援の下に、財団法人春秋育英会を設立しました。以来、今日に至るまで奨学育英

事業を通じ多くの有為の青年を社会に送り出して来ました。 

 本会は、本規定に定める諸条件を備える者に広く進学の機会を与え教育の普及・充実に寄与しようとするものであります。 

 

奨学金規程 

 

第１章 総  則 

(目 的) 

第１条 

 この規程は、公益財団法人春秋育英会定款第 4条に基づき、本会の奨学金育英事業について基本的な事項を定め、その業務の

適正且つ確実な運営を図ることを目的とする。 

(奨学生の資格) 

第２条 

 本会が学資を給与する者は次の各号に該当し、心身健全、学力優秀であり、かつ経済的理由により修学困難であると認められ

た者とする。 

(1) 原則として22歳までの短期大学生 

  (2) 原則として26歳までの大学学部生 

   (3) 原則として30歳までの大学院修士課程生 

 2. 本会から学資の給与を受ける者を奨学生と称し、給与する学資を奨学金と称する。 

 

 

第２章 奨学生の決定及び奨学金の交付 

(応募の手続き) 

第３条 

奨学生志望者は、次の書類を一括して、在籍学校事務局を通じて定められた期日までに提出しなければならない。 

  (1) 奨学生願書（本人自筆、連帯保証人と連署）   

  (2) 学校長または学部長の推薦(奨学生願書に明記) 

  (3) 写真1枚：上半身近影 4ｃｍ×3ｃｍ(奨学生願書に添付) 

  (4) 在学証明書 

  (5) 成績証明書(新入学者の場合は高校最終学年を含むもの) 

  (6) 連帯保証人の市町村長発行の所得証明書（取得できる直近の物） 

  (7) 奨学生志望者の家族全員の住民票（生計を別にしているものを除く） 

  (8) その他、必要と認められる書類 

 2. 前項の連帯保証人は原則として奨学生志望者の父母とし兄弟姉妹が主たる家計維持者の場合はその者とする。 

連帯保証人が同一世帯員でない場合は、その者の住民票も提出するものとする。 

(奨学生の決定) 

第４条 

 奨学生は各年度の事業計画に基づき、理事会（選考会）がこれを選考後、在籍学校および本人に通知する。 

2. 奨学生は「誓約書・振込口座届」を提出しなければならない。 

3. 首都圏在住の奨学生については当会にて面接を行う。 
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(奨学金及び交付方法) 

第５条 

 奨学金は、月額３０,０００円を給与とする。 

  2. 奨学金は、1学年を4期分（一期は３か月分）に分けて、原則として本人指定のゆうちょ銀行口座に送金する。 

(奨学金交付期間) 

第６条 

  奨学金の交付期間は、原則として在学する学校の正規の修学期間とする。 

 2. 修学の中途より奨学金を交付する場合は、残りの修学期間とする。 

（継続時の手続き） 

第７条 

奨学金の継続を希望するものは毎年度終了後に「学業成績証明書」「奨学金継続願」「学校生活の報告」を提出しなければなら

ない。 

2. 首都圏在住の奨学生については毎年４月に当会にて面接を行う。 

（終了時の提出） 

第８条 

奨学金交付期間の最終年度の３月に「感想文」を提出しなければならない。 

(奨学金の停止・復活) 

第９条 

 奨学生が次の各号の一つに該当すると認められる場合は、奨学金の交付を停止する。 

     (1) 第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき 

     (2) 留年、又は休学したとき 

     (3) 停学その他の処分を受けたとき 

     (4) 奨学金を必要としなくなったとき 

 但し、上記2号および3号に該当する者が、その事由が止んで願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。 

(奨学金の返納) 

第１０条 

  奨学生が学生としてふさわしくない行為をした場合、または当財団の定める規程に違反した場合は、奨学金の交付を停止し、

交付した奨学金の一部または全部を返還させる場合がある。 

 

 

第３章 雑 則 

 

 (異動届出） 

第１１条 

  奨学生は次の事項について、その都度届け出なければならない。 

(1) 氏名、住所、連絡先電話番号、その他の異動が生じた場合 

    (2) 留年、休学、復学、転学又は退学したとき 

    (3) 停学その他の処分を受けたとき 

    (4) 連帯保証人を変更する場合 

    (5) 連帯保証人の住所その他主要なる事項に変更があったとき 

 

附 則 

  この規程は、令和3年4月1日から施行する。  尚、令和3年3月31日まで有効の公益財団法人春秋育英会 奨学金規程は 

同時に廃止する。 

 但し、施行前から引き続き奨学生である者は、なお従前の例による。 

 

 



⑥＝④÷⑤×１００

（注）１．太線の枠内を記入し、※印は○で囲むこと。

　　　２．「給与所得の収入金額」欄は、申請の前年１年間の収入金額を記入し、所得証明書、源泉徴収票(写）を添付すること。

（父と母が給与所得者の場合は父と母両方添付すること。年金受給者の場合は年金振込通知書（写）。失業者は雇用保険受給資格者証（写）。

　　　３．「給与所得以外の所得金額」欄は、申請の前年１年間の収入金額から必要経費を控除した金額を記入し、確定申告書（写）等を添付すること。

（父と母が確定申告をしている場合は父と母両方添付すること。）

　　　４．「家庭の特殊事情」欄について、障害者のいる世帯については障害者手帳(写）、その他については証明するものを添付すること。

　　　５．「学業成績」欄については、１年次生（編入学生を含む。）にあっては出身学校の成績を記入（科目数で平均値を算出）し、

家 庭 調 書

申

請

者

所　属
　　　　　　　　　　　学群 　　　　　　　　　　　　学類 　　　年次

　　　　　　課程 　　　　　　　　　　学術院　　　　　　　　　　研究群  　　　　　　　　　 　　　年次

学籍番号 性別 男・女
現住所

〒　　　　　　　℡　　（　　　）

フリガナ

氏　名 家族住所
〒　　　　　　　℡　　（　　　）

家

族

及

び

所

得

就

学

者

を

除

く

家

族

続柄 氏　　名 年齢 職　 業

　父または母 死亡・離別の場合　　 時期（　　年　　月） 理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　主たる家計支持者無職等の場合　　時期（　　年　　月） 理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

在職
期間

勤 務 先 名 称
 給与所得の収入
 金額（税込）

 給与所得以外の
 所得金額

父 年 万円 万円

母 年 万円 万円

年 万円 万円

年 万円 万円

年 万円 万円

年 万円 万円

家
計
支
持
者
に
○
印

別
居
者
に
　
　
×
印

就

学

者

続柄 氏　　名 年齢 学　 校　 名 設置者別 学校種別 通学別 控 除 額

本人 筑 波 大 学 国 立
※自　宅
　自宅外

万円

※国公立
　私　立

※小・中・高・高専・大学
専修（高等・専門）

※自　宅
　自宅外

万円

※国公立
　私　立

※小・中・高・高専・大学
専修（高等・専門）

※自　宅
　自宅外

万円

※国公立
　私　立

※小・中・高・高専・大学
専修（高等・専門）

※自　宅
　自宅外

万円

家
庭
の
特
殊
事
情

特 別 控 除 項 目 控除有無

障害者がいる世帯 ※有・無  続柄（　　） 氏名（　　　　　 ） 手帳番号（　　　　  ） 万円

その他

本

人

の

状

況

家庭からの給付 月額（　　　千円） 認　　　　定

ア ル バ イ ト 月額（　　　千円） 内容（　　　　　　　　　　　　　　） 総 収 入 金 額
①

万円

奨学金
受給中 月額（　　　千円） 団体名（　　　　　　　　　　　　　） 必 要 経 費

②
万円

申請中 月額（　　　千円） 団体名（　　　　　　　　　　　　　） 特 別 控 除 額
③

万円

その他の収入 月額（　　　千円） 内容（　　　　　　　　　　　　　　） 総所得金額
④＝①－②－③

万円

学
業
成
績

評　　価
高等学校 ５ ４

修得単位数または科目数

大学（院） Ａ － Ｂ Ｃ －

３ ２ １

⑤
収 入 基 準 額

世帯人数　　 人

万円
平　 均　 値

　　　　　成績証明書を添付すること。２年次以上の者にあっては、前年度までの成績（修得単位数で平均値を算出）を記入し、成績証明書を

　　　　　添付すること。　　　

家計充足率
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